
産地提案書（南砺市で干柿農家） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産地の紹介 

 南砺市は、富山県の南西端に位置し、北部は砺波市と小矢部市、東部は富山市、西部は医王山を

介して石川県金沢市、南部は１，０００～１，７００ｍ級の山岳を経て岐阜県白川村に隣接してい

ます。東西約２６ｋｍ、南北約３９ｋｍで、６６８．８６ｋ㎡の面積を有し、そのうち約８割が白

山国立公園等を含む森林であるほか、岐阜県境に連なる山々に源を発して 

庄川や小矢部川の急流河川が北流するなど、豊かな自然に恵まれています。 

また、平野部では、水田地帯の中に美しい散居村の風景が広がり、独特の 

集落景観を形成しています。 

交通は、金沢市へは車で 40分、富山市は 45分、名古屋市までは、東海 

北陸道を使って 2時間 30分という立地になります。 

○就農までの流れ （４月研修開始） 

①独立・自営就農時に原則４５歳未満の場合 

 

 

 

 

②独立・自営就農時に原則４５歳以上の場合 

 

 

 

○経営スタイル（５年後の経営状況） 

①干柿生産の主な作業スケジュールと経営試算 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月

整枝剪定 摘果 収穫・加工

防除・除草

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月６月

 

 経営規模 経営面積 60a 本数 180 本～240 本 作業時間 260 時間/10a 

 売上高 ３６０万円  生産費用 ２２０万円 所 得 １４０万円 

②干柿と組み合わせる地域の作物等 

  干柿は、加工出荷時期が２～３カ月間と手間がかかり規模拡大が難しいため、下記の

地域作物等と組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

③就農５年後の目標とする所得 

  干柿＋アスパラガス＋米（集落営農組織に加入） ２３０万円 

  干柿＋にんにく＋米（集落営農組織に加入）   ２４１万円 

 

９月～２月 就農相談 

３月 青年等就農ビジ

ョンの認定 

先進農家等での実践研修（１～２年） 

就農予定時の年齢が原則 45 歳未満の

場合は、農業次世代人材投資事業（準

備型）を活用 

研修終了前に認定新規就農者の認定 

・独立･自営就農時の 

年齢が原則 45 歳未 

満の場合は、農業次 

世代人材投資事業 

（開始型）を活用 

・共同作業会社で就 

農（平成３２年度設 

立） ９月～２月 就農相談 

３月 新規就農計画の 

認定 

先進農家等での実践研修（１～２年） 

南砺市新規就農支援制度を活用（平成

３１年度まで） 

アスパラガス 
４～６月収穫 定植後 10 年ほど

収穫可能 
単   収   400kg/10a 
作業時間  250 時間/10a 
生産面積  30a 
売 上 高  132 万円 
生産費用   78 万円 
所  得   54 万円 

にんにく 
 

10 月定植 翌年６月頃収穫 
単   収  500kg/10a 
生産面積  30a 
作業時間 275 時間/10a 
売 上 高 120 万円 
生産費用  55 万円 
所  得  65 万円 

米（集落営農組織等に加入） 
 

営農組織での農業機械のオペレ
ーターや圃場管理料を収入とし
て受け取り 
 
 
1,500 円/時×8 時間/日×30 日 
≒36 万円 

OR 
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○求める人材像  募集人員 ２名  募集期間  随時 

 ①健康で意欲のある方 

 ②年齢５５歳未満（夫婦は大歓迎） 

 ③生活資金等準備金を 300～500 万円程度準備できる方 

 ④富山干柿出荷組合連合会に組合員として加入できる方 

 ⑤地域の行事や祭事に積極的に参加し、解け込むことができる方 

○支援体制の紹介 

 ①支援機関等 

 （１）干柿生産者（富山干柿出荷組合連合会） 研修の受入、技術指導 

 （２）福光農業協同組合・なんと農業協同組合 営農指導、資金等の相談 

 （３）南砺市農林課・農業委員会  就農支援、補助制度、農地等の支援 

 （４）砺波農林振興センター  就農、補助制度の相談 

 （５）南砺市南砺で暮らしません課 移住の相談、住居などの支援 

 ②補助制度 

 （１）農業次世代人材投資事業（準備型） 

   就農予定時の年齢が原則 45 歳未満の場合、150 万円/年を交付します。研修期間は１年間、

又は２年間です。 

 （２）農業次世代人材投資事業（経営開始型） 

   独立・自営就農時の年齢が原則 45 歳未満の場合、経営開始後５年まで、最高 150 万円/年

を交付します。所得に応じて減額され、所得が 350 万円を超えると交付されません。 

 （３）南砺市新規就農支援制度（研修支援制度） 

   農業次世代人材投資事業の対象とならない場合 180 万円/年を給付します。研修期間は原則

１年間です。 

 ◆独立・自営就農時の年齢が原則 45 歳未満の方は、南砺市の認定新規就農者になることで、農

業施設・機械の補助制度の活用や有利な資金の借入が可能となります。 

○お問い合わせ先 

 南砺市担い手育成総合支援協議会（南砺市役所城端庁舎 2F 農林課農政係内） 

  TEL ０７６３（２３）２０１６  FAX ０７６３（６２）２１１２ 

  電子メールアドレス norinka@city.nanto.lg.jp 

○先輩就農者の体験談 

 私はサラリーマンより、自分のペースで作業が 

きる農業の方があっていると思い就農しました。 

就農する際は、研修制度を活用して技術を身に 

つけるのが最善の方法だと思います。 

 私は以前大工の手伝いをしていた経験を活かし 

て、ぶどう棚等を自分で設置したので、農業以外 

の経験も大切なことだと感じています。 

 まだまだ技術的には未熟ですが、いつかは自分 

を育ててくれた先輩と同様に農業経営を希望する 

若い人を育てていきたいと思います。 

 

高桑 健さん（南砺市大鋸屋在住） 

平成２７年就農 経営面積 1ha（ぶどう、干柿） 


